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大
人
君
提
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新
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ロ
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ワ
ク
チ
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後
遺
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治
療
や
研
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関
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質
問
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す
る
答
弁
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一
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
に
よ

る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
状
に
つ
い
て
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
医
師
等
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接
種
に
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
の
製
造
販
売
業
者
、
医
薬

関
係
者
等
か
ら
同
大
臣
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
通
じ
て
情
報
収
集
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
適
時
開
催
さ

れ
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
薬
事
分
科
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会
安
全
対
策
調
査
会
及
び
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接
種

・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
副
反
応
検
討
部
会
の
合
同
会
議
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
報
告
（
以
下
「
副
反
応
疑
い
報
告
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
係
る
必
要
な
評
価
を
行
っ
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ

と
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
遷
延
す
る
も
の
（
以
下
「
遷
延
す
る
症
状
」
と
い
う
。
）
を
呈
す
る
事
例
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
収
集
し
た
副
反
応
疑
い
報
告
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接
種
が
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そ
の
原
因
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
事
例
は
な
い
が
、
今
後
、
専
門
家
の
意
見
も
聴
き
な
が
ら
、
遷
延
す
る
症
状
に
係
る
実
態

の
把
握
や
そ
の
病
態
等
の
解
明
に
必
要
な
研
究
（
以
下
「
遷
延
す
る
症
状
に
係
る
研
究
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
く
予
定

で
あ
る
。
ま
た
、
「
遷
延
す
る
症
状
を
訴
え
る
方
に
対
応
す
る
診
療
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
」
（
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

付
け
健
健
発
〇
三
二
四
第
十
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
健
康
課
長
通
知
。
以
下
「
課
長
通
知
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
整
備
さ

れ
た
専
門
的
な
医
療
機
関
に
お
け
る
遷
延
す
る
症
状
を
訴
え
る
方
に
対
す
る
診
療
の
蓄
積
等
に
よ
り
、
今
後
、
遷
延
す
る
症

状
に
係
る
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
遷
延
す
る
症
状
に
係
る
研
究
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
知

見
を
収
集
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
現
時
点
で
は
遷
延
す
る
症
状
の
実
態
等
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
遷
延
す
る
症
状
の
治
療
法
は
定
ま
っ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
遷
延
す
る
症
状
に
係
る
研
究
を
通
じ
て
、
そ
の
治
療
法
に
つ
い
て
も
知
見
を
収
集
す
る
予
定
で
あ
る
。 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
遷
延
す
る
症
状
に
悩
む
方
に
寄
り
添
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て

は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
課
長
通
知
を
発
出
し
、
遷
延
す
る
症
状
と
新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接
種
と
の
因
果
関
係
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
受
診
を
希
望
す
る
方
が
必
要
な
医
療
機
関
を
受
診
で
き
る
よ
う
、
遷
延
す
る
症
状
を
訴
え
る
方
に
対
応
可
能
な
医

療
提
供
体
制
の
確
保
や
相
談
窓
口
の
周
知
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
遷
延
す
る
症
状
に
係
る
研
究
を
通
じ
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て
得
ら
れ
る
遷
延
す
る
症
状
に
係
る
知
見
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
が
遷
延
す
る
症
状
に
対
し
て
適
切
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、

必
要
に
応
じ
て
、
医
療
機
関
で
活
用
で
き
る
遷
延
す
る
症
状
に
係
る
手
引
を
作
成
し
、
周
知
す
る
こ
と
を
含
め
、
適
切
な
情

報
提
供
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
の
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
治
験
時
に
お
け
る
有
害
事
象
の
リ
ス
ト
と
称
す
る
も
の
（5.3.6 
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）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
、
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
か
ら
米
国
食

品
医
薬
品
局
（
以
下
「
Ｆ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。
）
へ
提
出
さ
れ
た
同
社
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
係
る
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
の

一
部
を
Ｆ
Ｄ
Ａ
が
米
国
の
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
令
和
四
年
三
月
一
日
に
開
示
し
た
文
書
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
諸
外
国
に
お
け
る
同
社
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の

安
全
性
に
関
す
る
報
告
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
当
該
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
の
真
偽
に

関
し
て
は
、
同
社
が
作
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 


